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なくそうよ　いじめやさべつ　ぼくたちで

《
相
談
内
容
》

２
年
前
、
告
知
や
医
師
の
診
査

な
し
で
加
入
で
き
る
保
険
に
加
入

し
ま
し
た
。
２
か
月
前
、
手
術
の
た

め
入
院
し
た
の
で
、入
院
給
付
金
の

請
求
手
続
き
を
し
た
と
こ
ろ
、初
診

が
約
３
年
前
で
あ
る
こ
と
が
、
医

師
の
診
断
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た

た
め
、
支
払
い
を
拒
否
さ
れ
ま
し

た
。
加
入
時
に
告
知
義
務
は
な
く
、

簡
単
に
加
入
で
き
る
と
広
告
し
て

お
き
な
が
ら
、
給
付
金
が
受
け
取

れ
な
い
の
は
納
得
で
き
ま
せ
ん
。

《
ア
ド
バ
イ
ス
》

こ
の
生
命
保
険
は
、
無
選
択
型

と
い
わ
れ
る
保
険
で
、
通
常
の
生

命
保
険
と
違
い
、
健
康
状
態
な
ど

に
関
す
る
告
知
や
、
医
師
に
よ
る

診
査
な
し
で
加
入
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
が
、

誰
で
も
給
付
金
が
受
け
取
れ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

無
選
択
型
の
保
険
に
は
、
現
在
、

終
身
保
険
と
医
療
保
険
の
２
種
類

が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
制
約
が
あ

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

終
身
保
険
に
は
、一
定
期
間
内
に

疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
、
死

亡
保
険
金
で
は
な
く
、既
に
払
い
込

ん
だ
保
険
料
相
当
額
が
支
払
わ
れ

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
医
療
保
険

に
つ
い
て
は
、一
定
期
間
内
に
疾
病

に
よ
り
入
院
・
手
術
し
た
場
合
、
給

付
金
が
支
払
わ
れ
な
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
契
約
前
か
ら
発
病

し
て
い
た
病
気
な
ど
で
、
入
院
・
手

術
し
た
場
合
も
、
支
払
い
の
対
象

に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

加
入
を
検
討
す
る
際
は
、
保
障

内
容
の
制
約
に
つ
い
て
、
資
料
な

ど
で
十
分
に
確
認
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
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と

き
　
土
・
日
曜
日
、祝
日
を

除
く
　
月
〜
金
曜
日

10
時
〜
16
時

と
こ
ろ
　
市
役
所
本
庁
（
５
階
）

消
費
生
活
相
談
室
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生
命
保
険
加
入
時
告
知
義
務
は

な
か
っ
た
は
ず
な
の
に

平
均
寿
命
の
伸
び
や
少
子
化

に
よ
り
、
高
齢
化
が
急
速
に
進

行
し
て
い
ま
す
。
三
原
市
で
も

４
人
に
１
人
が
65
歳
以
上
の
高

齢
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
な
か
、
介
護
負
担
や
ス

ト
レ
ス
か
ら
、
高
齢
者
に
暴
力
を
ふ

る
う
、
厄
介
者
扱
い
す
る
、
財
産
を

無
断
で
使
用
す
る
、
日
常
の
介
護
を

放
棄
す
る
な
ど
、
高
齢
者
の
人
権
を

侵
害
す
る
よ
う
な
出
来
事
が
全
国
的

に
起
き
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
高
齢
者
に
身
体
的
・

精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
ば
か
り
で
な

く
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
侵
す
も

の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
、
今

年
11
月
に
は
、
虐
待
を
早
期
発
見
し

て
、
被
害
者
を
迅
速
に
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
、
高
齢
者
虐
待
防

止
法
が
成
立
し
、
来
年
４
月
か
ら
施

行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

市
に
お
い
て
も
、
相
談
・
支
援
体

制
の
整
備
や
、
介
護
者
の
負
担
を
軽

く
す
る
た
め
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
も
う
一
方
で
、
家
族
や
介
護

サ
ー
ビ
ス
従
事
者
な
ど
、
ま
わ
り
の

人
々
が
高
齢
者
の
人
権
尊
重
へ
の
理

解
と
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
で

す
。高

齢
者
が
、
元
気
か
ど
う
か
の
目
印

を
、
地
域
ぐ
る
み
で
決
め
て
、
家
の
ま

わ
り
に
表
示
し
た
り
、
普
段
か
ら
意

識
的
に
声
か
け
を
し
た
り
す
る
な
ど
、

地
域
で
温
か
く
見
守
っ
て
い
く
た
め

の
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
も
必
要
で
す
。

誰
も
が
、
社
会
を
構
成
す
る
大
切

な
一
人
と
し
て
、
い
つ
ま
で
も
地
域

で
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
め

ざ
し
ま
し
ょ
う
。

（
人
権
啓
発
広
報
編
集
委
員
会
）

高
齢
者
の
人
権

①

│

住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
│

今
月
の
消
費
生
活
巡
回
相
談

２
日（
金
）
14
時
〜
16
時

本
郷
支
所

16
日（
金
）
14
時
〜
16
時

久
井
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

とき ８日（木）
18時30分～20時30分

ところ 大和人権文化センター
講師 写真家　桑原史成さん
定員 70人
入場料 無料
問い合わせ先 大和人権文化セ
ンター（10847#31308）

人権週間記念講演会
～レンズを通してみた水俣～

（小学２年生の作品）

女性の人権ホットライン　 1０８２－２２８－４８２２

子どもの人権１１０番 1０８２－２２８－４７１０

23日（金）、29日（木）～１月３日（火）を除く、
月～金曜日　 ８時30分～17時
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